
障害者自立支援法について  
～介護保険制度との関係～  
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者施策 と介護保険との関係①  

○障害者のうち、要介護状態にある者には、障害の種別に関係なく、介護保険が一般的   
制度として、優先的に適用される  

○現在は、介護保険の対象となる「65歳以上（一部は40歳以上）」について対象となって   
おり、仮に現行と同様の整理で被保険者の範囲が拡大された場合でも同じ取扱いとな   
る  

介護保険の対象者  障害者  
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介護保険の要匪護認定者  

被保険者の範囲  

を拡大した場合  

障害者（20歳以上）  

（約600   

ご……人〕  

65歳以上：約394万人  

I 40歳～65歳：約1  
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障害者で要介護状態の者   

⇒ 介護保険が適用  



者施策 と介護保険との関係塵  

【65歳以上の要介護状態にある障害者へのサービス提供】  
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○障害者＝要介護者では必ずしもない  

020歳以上65歳未満の若年障害者（約330万人）のうち、要介護状態にあるのは、推計では   
全体の約10分の1程度の約34万人  

065歳以上の障害者のうち、要介護状態にある者には、すでに介護保険が適用されており、  
被保険者の範囲が拡大された場合に新たに加わるのは、若年要介護者（約34万人）で、現   
在の要介護認定者（約394万人）の約10分の1未満  

若年睡害者数（20歳以上65虚未滞）  

約330万人  
・身体障害者 約129万人  
・知的障害者 約 31万人  

・精神障害者 約168万人  

′■－■■、 、   

介
人
 
 

要
万
 
 

、
 
 

／
 

、
 

ヽ  l  

ヽl  

ヽこ  

イ  
／l  

′ ／  

■ ■1－ ●  

＿l ．  

t  

介護保険の要介護認定者（65歳以上）  

（約394万人）  
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※支援費制度の利用者数をもとに、現行の65歳以上の要介護認定者に相当す  一言当する  

知的障害者約20．5万人、精神障害者 約 2 7万人。  

被保険者の範囲を拡大した場合  
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（参考）  と  寺認  

※障害者数は、平成13年身体障害児■者実態調査、平成12年知的障害児（者）基礎調査、平成14患者調査等に基づく推計患者数による。  

※若年要介護者数は、支援費制度の利用者数（身体障害者、知的障害者）（111市町村における平成16年1月利用者数）、精神保健福祉法に基づく福祉  
サービスの利用者数（精神障害者）（平成15年度）をもとに、全国ベースの数値を推計したもの。  

※要介護認定者の数は16年3月分現在（介護保険事業状況報告）。ただし、特定疾病に係る要介護認定者の数には末期がん患者（人口動態統計（14年  
度）より推計）を含む。  
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塵量  

共通する基本的考え方  

◎ 自立支援  

利用者本位の制度として、障害者や高齢者が、自らその居住する場所、必   
要とする福祉サービスその他の支援を自己決定、自己選択することを基本   
とすること。  

◎ 普遍化  
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り度を、低所得者に対する措置的なものから、契約に基づき  
る普遍的な制度とし、障害種別や原因にかかわらず、支援   で

 
 

用
 
 

の必要度に応じたサービスを提供する仕組みとすること。  

◎ 地域ケア  

障  害  高  者も   齢者も、住   慣
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在宅生活が継続できるよう、身近な  で
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地域におけるサービス   
ケア体制」の整備に取  

◎ 市町村  
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など、地域の社会資源を活用した「地域  
○
 
 

地方分権の観点も踏まえつつ、地域住民に身近な行政主体である市町村が  
実施主体となること。  
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障害者自立支援法と介護保険で類似する仕組み   

○実施主体を市町村に一元化   

○障害福祉サービス体系の再編  
＝「介護給付」と「訓練等給付」に区分   

○支給決定手続きや基準の透明化、明確化  
＝ケアマネジメントの制度化、障害程度区分、  

審査会の設置   

○ 利用者負担の見直し  
＝定率負担の導入、施設等での食費の利用者負担   

○ 障害福祉計画の策定  
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○ 障害者の状態やニーズに応じた適切な支援が効率的に行われるよう、身体障害、知的障害、   
精神障害の障害種別ごとに分立した33種類の既存施設ヰ業体系を、6つの日中活動に再編。  

・「地域生活支援」、「就労支援」といった新たな課題に対応するため、新しい事業を制度化。  

・24時間を通じた施設での生活から、地域と交わる暮らしへ（日中活動の場と生活の場の分配）。  

＜改 正 後＞  ＜改 正 前＞  

ス 

醐 
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障害福祉サ「ビスと介護サニ巨星但絶堕の蛙藍  

＜介護保険法＞  ＜障害者自立支援法＞  

常時介護が必要とされた要介護者に対  

して、居宅又は施設において、提供す  
るサービス  

暮訪問介護（ホームヘルプ）   

■ニ適所介護（デイサービス）  

・訪問着護   

t適所リハビリ  

・短期入所（ショートステイ）  

・特別養護老人ホーム  

・老人保健施設   

りト規模多機能型居宅介護  

・認知症対応型巣南生活介護   

（グループホーム）  

等  

障害者等に対して、居宅又昼施設に  

おいて、食事や入浴、排せつ等の介  

護やその他日常生活上の支援を提  

供するサービス  

・生活介護  

・療養介護   

t施設入所支援   

▲訪問介護（ホームヘルプ）  

・重度訪問介護  
・行動援護  

†重度障害者等包括支援  

⊥共同生活介護（ケテホーム）  

・短期入所（ショートステイ）  

・児童デイサービス  

障害者等に対して、居宅又は施設に  

おいて、就労訓練、生活訓練等を提  

供するサービス  

・自立訓練  

・就労移行支援  

・就労継続支援  

・共同生活援助（グループホーム）  

常時介護を必要とする状態の軽減又は  

悪化の防止のため、日常生活上の支援  
が必要な要支援者に提供するサービス  

・介護予防訪問介護  

・介護予防通所介護  

等  

予
防
給
付
 
 
 

※この他、市町村及び都道府県の地域生活支援事業を制度化  ※この他、市町村の地域支援事業を制度化  



プロセス  サービスの  給ま  奉書福祉サービスと  

○障害者・高齢者のニーズに即して、支援を効果的に実施するための仕組み（ケアマネジメント）   
を制度化  

○給付については、支援の必要度に関する客観的な尺度（障害程度区分、要介護（要支援）状態   
区分）を用いて判定。不服の場合の審査会を設置  

［
＝
〓
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付における  

○ 介護保険の調査項目（79項目）に加えて、障害の特性を考慮した27項目を加えた106頑目の  
認定調査結果、認定調査時の特記事項、医師意見書を考慮して判定  

○ コンピューターによる1次判定結果に基づき、障害保健福祉の学識経験者からなる市町村審査  
会で2次判定  

1次判定（コンピューターによる判定）  

障害程度区分  
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蛙藍  障害程度区分と要介護認定の  

○支援を必要とする障害卦高齢者の心身の状況等を把握するための客観的な尺度を導入  

○ 審査・判定を行うため、市町村に審査会を設置  

障害程度区分   要介護認定   

○心身の状況等について、要介護  ○心身の状況等について79項目  
認定の調査項目（79項目）に加  の認定調査を実施   

1次判定  えて、障害の特性を考慮した27  
項目を加えた106項目からなる  

認定調査を実施  

01次判定結果、認定調査の特記   01次判定結果、認定調査の特記  
2次判定  事項、主治医意見書を考慮して、   事項、主治医意見書を考慮して、  

障害程度区分を総合的に判断   要介護度を総合的に判断   

○障害程度区分を審査・判定する   ○要介護状態区分又は要支援状  

ため、市町村審査会を設置   態区分を審査・判定するため、介  

審査会  ○委員は、障害保健福祉の学識経   護認定審査会を市町村に設置  

験者から構成   ○委員は、保健・医療・福祉の学識  
経験者から構成   

11   



奮善言止サーヒスの利用計負 担  

○障害福祉サービスについて、低所得の障害者に対する措置的な仕組みから、契約に基づき誰もが  

利用できるユニバーサルな制度に見直すとともに、障害者も制度の支え手として、その費用の一部を  
負担する  

○ サービス利用量の定率（1割）と、食費、光熱水車等の実車負担を原則としつつ、低所得の障害者  
に配慮した軽減策を講じる  

配慮措置※  

負担能力に応じて月額上限額を設定  

○一般＝市町村民税課税世帯  

○低所得2‥市町村民税非課税   

世帯  
（世帯3人世帯であれば、障害   

基礎年金1級を含めて概ね3   

00万円以下の年収の方）  
○低所得1‥市町村民税非課税   

世帯で障害者の収入が年収   
80万円（障害基礎年金2級   
相当額）以下の方  

→サービス量  

※月額上限以外にも、定率負担部分、実費負担部分について、負担能力に応じた配慮措置を設定  
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止計画について  

○ 市町村及び都道府県は、国の「基本指針」を踏まえ、平成23年度までの新サービス体系への移   

行を念頭に置きながら数値目標を設定し、平成18年度中に平成20年度までを第1期とする障害福   

祉計画を策定する  

平成18年春 18年度  19年度   20年度  21年度   22年度   23年度  

新サービス体系への移行  

第1期計画期間  
（18年度中に策定）  平

成
2
3
年
度
の
数
値
目
標
 
 
 

国
の
基
本
指
針
 
 
 

障害福祉計画策定  

（都道府県、市町村）  

基本指針に則して、平成23年度  

を目標において、地域の実情に応  

じ、サービスの数値目標を設定  

1訪問系サービス  

・日中活動系サービス   

ー居住系サービス  
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サニ・㌻■ビス利用者の  来見通し  
；茹   

［平成23年度］  ［平成17年度］  

●  ；ニ  
●  

訪問系サービスの  

利用者数  

虫規模焦景虎．．J．万  

日中活動系サービスの  

利用者数  

24万人  25万人   

居住系サービスの  

利用者数  

一般就労への移行  

者数  
一般就労移行者 0．2万人  

※平成15年  

就労継続支援（雇用型）  

3．6万人  
福祉施設における  

雇用の場  
福祉工場  0．3万人  

※ 計数につい ては、端数処理を行っているため、積み上げと合計が一致しない場合がある  14   



障害者自立支援法  介護保険制度   

実施主体   市町村   市町村   

サービス体系   
介護給付、訓練等給付、   介護給付、予防給付、  

地域生活支援事業   地域支援事業   

障害程度区分   要介護認定  

支給決定プロセス  
市町村審査会   介護認定審査会  

サービス利用計画作成章   居宅介護サービス計画責等  
ケアマネジメント  

相談支援事業   総合相談支援事業  

（地域生活支援事業）   （地域支援事業）   

サービス量の1割負担   サービス量の1割負担  
利用者負担  

（低所得者への配慮措置あり）   （低所得者への配慮措置あり）   

計 画   
障害福祉計画   介護保険事業計画等  

（都道府県、市町村）   （都道府県、市町村）   
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（参考資料1）障害  嬰課題  

支援費制度の施行（15年4月～）により新たにサービスの  
利用者が増え、 地域生活支援が前進  

・新たな利用者の急増に伴い、サービス費用も増大。今後も利用者の増加が見込   
まれる中、支援費制度のままでは制度の維持が困難。   

→ ホームヘルプサービスの利用者数は支援費制度施行後1年半で1．6倍  

→在宅サービスの当初予算は、平成14年度493億円→平成17年度930億円に増加  

・大きな地域格差（全国共通の利用のルールがない、地域におけるサービス提供   
体制が異なる、市町村の財政力格差）   

→ ホームヘルプサービス実施市町村をみると、知的障害者では全市町村の56％にとどまる   

→人口1万人対支給決定者数の都道府県格差は最大7．8倍（介護保険は最大1．7倍）  

・障害種別ごとに大きなサービス格差、制度的にも様々な不整合、精神障害者は   
支援費制度にすら入っていない  

・働く意欲のある障害者が必ずしも働けていない  

障害者が地域で普通に暮らせるための基盤が十分整備されていない   
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（参考資料2）  

14年3月  15年4月  16年3月  

身体障害者   
2，283  2，328   2．447  

ホーム叫フ○   
（了2％）  （了3％）  （78％）  

知的障害者   
986   1，498   1，了80  

ホームヘルプ   
（30％）  （47％）  （56％）  

精神障害者  
1，231   1，671  

）  （53％）  

北青岩宮車仙福鼎奇千束神新富石福山長岐神変三滋京大兵奈和島島岡広山裾香愛高福佐長熊大宮鹿沖  
海森手城田形烏城木馬捌Il井梨野阜岡知重賀都閻車良抑艮山鳥口島川媛知岡賀崎本分崎児縄  
道県県県県県県県県県県県削＝県県県県県県県県県県県府府県鼎1」県県県県県県県県県県県県県県県鳥県  
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∈参考資料3）〔産室老旦重量崖法⊥鯉エと  
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